
令和５年度第１回花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議     日 時：令和５年６月２６日（月）               午前１０時００分～    場 所：なはんプラザＣＯＭＺホール     
次     第    

１ 開 会   
２ 市長あいさつ   
３ 座 長 選 出    
４ 説 明    （１）花巻市の人口動態について 

（２）花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略 令和３年度効果検証 
（３）地方創生関係交付金の実施状況報告   

５ そ の 他   
６ 閉 会 



区分 団体名 職名 氏名 備考

花巻農業協同組合 常務理事 小田島
おだしま

　浩
ひろ

徳
のり

花巻商工会議所 会頭 髙
たか

橋
はし

　 豊
ゆたか

欠席

花巻工業クラブ 事務理事兼事務局長 浅沼
あさぬま

　幸二
こうじ

一般社団法人花巻観光協会 会長 佐々木
ささき

　 博
ひろし

公益社団法人花巻青年会議所 理事長 佐藤
さとう

　貴
たかや

哉

行政 県南広域振興局
経営企画部特命課長
（ふるさと振興支援） 石川

いしかわ

　恭也
やすなり

学校法人富士大学 副学長 中
なか

村
むら

　良
よし

則
のり

公立大学法人岩手県立大学 宮古短期大学部　准教授 和川
わがわ

　央
ひろし

岩手県高等学校長協会花巻支会 支会長 須川
すかわ

　和
かず

紀
のり

岩手銀行花巻支店 支店長 高橋
たかはし

　忠和
ただかず

花巻信用金庫 理事長 漆
うるし

沢
ざわ

　俊
とし

明
あき

労働 連合岩手花巻北上地域協議会 事務局次長 佐藤
さとう

　充
みつる

メディア 岩手日日新聞社中部支社 報道部副部長 中村
なかむら

　佳子
よしこ

花巻市大迫地域協議会 会長 熊谷
くまがい

　仁
ひと

見
み

花巻市石鳥谷地域協議会 会長 菅原
すがわら

　康之
やすゆき

花巻市東和地域協議会 会長 松葉
まつば

　孝
たか

博
ひろ

花巻市地域自治推進委員会 委員長 川村
かわむら

　厚
こう

花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員名簿

任期：R5.6.26～R7.3.31

教育

金融

住民代表

産業界



令和５年度 第１回花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議 

 市出席者名簿 

 

№ 職 名 氏 名 備 考 

1 花巻市長 上 田 東 一  

2 総合政策部長 岩 間 裕 子  

3 総合政策部秘書政策課長 冨 澤 秀 和  

4 総合政策部秘書政策課長補佐 伊 藤  浩  

5 総合政策部秘書政策課企画調整係長 八重樫 尚 孝  

6 総合政策部秘書政策課上席主査 吉 田 真 彦  

7 総合政策部秘書政策課主査 菊 池  遼  
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○花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱 

平成27年花巻市告示第171号  
（設置） 

第１条 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少、流出に歯止めをかけるとともに、

住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある花巻市を維持する施策を検討するに

あたり、専門的見地から意見を聴取するため、花巻市まち・ひと・しごと創生有識者会

議（以下「有識者会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 有識者会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）に定める「地方人口ビジョン」

及び「地方版総合戦略」の策定に関すること。 

(２) 総合戦略の効果検証に関すること。 

(３) その他必要と認めること。 

（組織） 

第３条 有識者会議の委員は、住民代表者並びに産業界、行政機関、教育機関、金融機関、

労働団体及びメディアの有識者を持って構成し、市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱を受けた日の属する年度の翌年度末までとし、再任を妨げな

い。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長） 

第５条 有識者会議に座長を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、有識者会議の議長となり、会務を総理する。 

３ 座長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 有識者会議は、市長が招集する。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴取

することができる。 
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（庶務） 

第７条 有識者会議の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成28年３月15日告示第47号） 

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、平成28年４月１日

から施行する。 

附 則（平成31年３月22日告示第60号） 

この告示は、告示の日から施行する。 


